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令和５年第５回 新座市教育委員会 定例会

会 議 録

招 集 期 日 令和５年６月 １日 午後３時３０分 場所 市役所第二庁舎市民ギャラリー

開 閉 日 時

及び宣告者

令和５年６月 １日 午後３時３０分 開会 宣告者 金子 廣志

令和５年６月 １日 午後４時２５分 閉会 宣告者 金子 廣志

教育長 金子 廣志

委

員

議席番号 氏 名 出･欠 議席番号 氏 名 出･欠

１ 鈴 木 松 江 ○ ２ 小 泉 哲 也 ○

３ 脇 田 美保子 ― ４ 宮 瀧 交 二 ○

出

席

職

員

①教育総務部長 ○ ②教育総務部副部長兼生涯学習スポーツ課長 ○ ③教育総務課長 ○

④中央公民館長 ○ ⑤中央図書館長 ○ ⑥歴史民俗資料館長 ○

⑦学校教育部長 ○ ⑧学校教育部副部長兼学務課長 ○ ⑨教育支援課長 ○

⑩教育相談センター室長 ○

事務局 戸川真理子、城間悦子

会議事件名 発 言 者 発 言 の 要 旨

開会

会議録承認

議案第２３号

議案第２４号

教育長

教育長

各委員

教育長

教育長

生涯学習スポ

ーツ課長

教育長

各委員

教育長

教育長

生涯学習スポ

ーツ課長

令和５年第５回新座市教育委員会定例会を開会する。

午後３時３０分

令和５年第４回新座市教育委員会定例会の会議録の承

認について質疑はあるか。

承認

令和５年第４回新座市教育委員会定例会の会議録は承

認された。

議案第２３号「新座市スポーツ施設条例の一部を改正

する条例の施行期日を定める規則の制定について」を生

涯学習スポーツ課長から説明願う。

大和田二・三丁目地区土地区画整理事業に伴い、新た

に新座市営大和田少年サッカー場及び市営大和田多目的

運動場を設置することについては、過日条例が公布され

たが、供用開始の期日は、整備工事中だったこともあり、

完了後に規則で定めることとしていた。この度、整備工

事が完了し、６月１４日（水）に供用を開始することと

したため、これを規則で定めるものである。

議案第２３号について、質疑はあるか。

承認

議案第２３号は、承認する。

議案第２４号「新座市スポーツ施設規則の一部を改正

する規則について」を生涯学習スポーツ課長から説明願

う。

議案第２３号でも申し上げたが、大和田多目的運動場

等の供用開始に伴い、新座市スポーツ施設規則について

も条例に合わせる形で文言等を整備するものである。
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議案第２５号

議案第２６号

教育長

各委員

教育長

教育長

中央図書館長

教育長

委員

教育長

各委員

教育長

教育長

学務課長

また、庭球場は、市内の個人利用者には市外利用者よ

り優先的に御利用いただいているが、そのことが規則で

読み取りづらいため、第３号を実態に即した記載に改め

るものである。

議案第２４号について、質疑はあるか。

承認

議案第２４号は、承認する。

議案第２５号「新座市立図書館協議会委員の委嘱につ

いて」を中央図書館長から説明願う。

図書館協議会委員は、新座市立図書館条例第１３条の

規定により、委員定数１０名、任期を２年とし、隔年で

７月に改選を行っている。選任に当たっては、学校教育

関係者３名、社会教育関係者２名、家庭教育の向上に資

する活動を行う者２名、学識経験のある者３名をバラン

スを考慮して選出している。今回の改選では２名退任さ

れたため、学識経験のある者の区分から１名、学校教育

関係者の区分から１名、計２名を新規に任命するもので

ある。再任が８名、新任が２名となっている。

議案第２５号について、質疑はあるか。

元中央図書館長で、教育行政に携わっていらした

田部井 利江氏に新任で加わっていただき、大変心強くか

じるとともに、期待をしている。

他になければ、議案第２５号は承認としてよいか。

承認

議案第２５号は、承認する。

議案第２６号「新座市立学校通学区域審議会委員の委

嘱等について」を学務課長から説明願う。

学校通学区域審議会は、平成２６年度から市の附属機

関として設置され、任期は新座市立学校通学審議会条例

第４条により、第２条に規定する事項の調査審議が終了

するまでの期間とされている。

令和４年度は、令和４年６月２１日付けで委員の委嘱

を行い、３回の会議を行った。志木駅周辺のマンション

建設が進められ、東北小学校、第二中学校が収容限界に

達しつつある現状を踏まえ、志木駅周辺の第二中学校区、

第四中学校区の学区の再編成を審議し、再編成案の作成

に至った。

令和５年度も、小学校及び中学校の通学区域に関する

事項の調査審議を行うため、学校通学区域審議会を設置

することとし、該当学区に関わる方々を委員として令和

５年６月１日付けで委嘱するものである。第二中学校区

及び第四中学校区の方々に多く入っていただいている。

昨年度、通学区域の再編成案を検討してきたが、懸念

されていた志木駅周辺の最新の入居状況に鑑み、再編の
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専決処分

諸報告

教育長

各委員

教育長

教育長

学務課長

教育長

各委員

教育長

教育相談セン

ター室長

教育長

各委員

教育長

教育相談セン

ター室長

教育長

各委員

教育総務課長

必要性も含め、再度検討していきたいと考えている。

議案第２６号について、質疑はあるか。

承認

議案第２６号は、承認する。

専決処分「新座市立学校運営協議会委員の委嘱につい

て」を学務課長から説明願う。

学校運営協議会委員について、栗原小学校の１名は、

令和６年度末までの２年間の委嘱、その他の５名は、任

期途中で前任者から交代したものであるため、令和５年

度末までの１年間の委嘱となっている。

なお、第４回教育委員会定例会で御質問いただいた第

六中学校の石田氏は、地域にお住まいの方で、令和４年

度から委嘱していることを御報告する。次回の会議で各

校の学校運営協議会委員の名簿一覧を配布したいと考え

ている。

本件について、質疑はあるか。

なし

専決処分「新座市就学支援委員会委員の委嘱について」

を教育相談センター室長から説明願う。

就学支援委員会委員は、新座市就学支援委員会条例に

より、令和４年度から２年間の任期で委嘱している。庁

内外での異動等に伴い、９名に残りの任期を委嘱する必

要が生じたものである。

本件について、質疑はあるか。

なし

専決処分「新座市いじめ問題対策連絡協議会委員の委

嘱について」を教育相談センター室長から説明願う。

いじめ問題対策連絡協議会委員は、新座市いじめ問題

対策連絡協議会条例により、特別職非常勤職員として令

和４年１１月１日から２年間の任期で委嘱している。庁

内外の異動に伴い、４名に残りの任期を委嘱する必要が

生じたものである。

本件について、質疑はあるか。

なし

①名義後援についてである。新座市福祉フェスティバ

ル実行委員会から申請があった「第３０回新座市福祉フ

ェスティバル」を始めとして９件の事業を承認した。

②工事請負契約の入札結果について報告する。

第４回教育委員会定例会で承認いただいた議案第１８

号、１９号及び第２０号について、５月２５日（木）に

仮契約を締結した。一般競争入札の結果、野寺小学校給

食室増築工事及び長寿命化改修工事は、朝霞市のエース
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教育長

委員

教育総務課長

教育長

教育総務課長

生涯学習スポ

ーツ課長

教育長

生涯学習スポ

ーツ課長

技建株式会社、第二中学校校舎長寿命化改修工事は、市

内業者の増木工業株式会社、市民総合体育館空調設備設

置工事及び非構造部材耐震化工事は、さいたま市の株式

会社田中工務店に決定した。

教育総務課からの報告に対する質疑、意見はあるか。

第二中学校校舎長寿命化改修工事の入札では、２社が

同額だったので、くじ引きで決定したということか。

そのとおりである。

２社が同額、１社が辞退ということである。応札が少

なかったのには、理由があるのか。

指名競争入札ではなく、一般競争入札なので、３社程

度の場合もある。

①令和５年度子どもの放課後居場所づくり事業につい

て報告する。４月末現在での登録児童数は３，１２２人

で、全校児童数８，６５５人に対して登録率は３６．１％

となっている。前年度との比較では、１６２人増加して

いる。コロナ前の登録者数には至っていないが、日々の

参加人数は平均３０人を超えている状況である。懇談会

等では１００人を超える参加があり、今後もかなり多く

の参加が見込まれる。また、夏休み前になると、登録者

数が増加することも考えられる。本事業は、全児童を対

象としており、特別な配慮を必要とする児童への対応な

ど課題もあるが、学校と連携して地域の皆様の御協力も

得ながら今年度も運営を進めている。

②夏期巡回ラジオ体操・みんなの体操会について報告

する。大和田多目的運動場のオープン記念として、本ラ

ジオ体操を実施することとなった。日時は、７月２１日

（金）午前６時から６時４５分で、荒天の場合は中止と

なる。ＮＨＫラジオ第１放送で午前６時３０分から１０

分間放送されるものである。主催はかんぽ生命保険、

ＮＨＫ、ＮＰＯ法人全国ラジオ体操連盟で、市教育委員

会は共催という立場である。新座市スポーツ協会やスポ

ーツ推進委員に御協力いただくことになっている。また、

主管はかんぽ生命保険川越支店、ＮＨＫさいたま放送局、

埼玉県ラジオ体操連盟で、１，０００人規模を予定して

いる。

周知の方法としては、地域の小中学校及び町内会への

チラシ等の配布、ホームページや広報への掲載を予定し

ている。早朝になるが、教育委員の皆様もお時間が許せ

ば御参加いただければと思う。

生涯学習スポーツ課からの報告に対する質疑、意見は

あるか。

駐車場の確保については、どのようになっているか。

埼玉県ラジオ体操連盟はバスで来場するため、隣接駐

車場に加えて、近くのスーパーの駐車場をお借りするこ
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中央公民館長

教育長

各委員

学務課長

教育長

各委員

教育支援課

教育長

各委員

教育相談セン

とになっている。早朝のため、営業に影響はないという

ことで、御協力いただけることになっている。

公民館・コミセンまつりの開催結果について報告する。

各館で活動するサークル等の皆様の日頃の成果の発表と、

地域住民の皆様との交流の場として、４、５月の土曜日、

日曜日に開催した。今年度は、展示と発表に加え、飲食

物、物品の販売と体験を再開しての開催となった。会場

を訪れた皆様には大変楽しんでいただけた様子であった。

８館全体で１万２，０００人を超える来場があった。

中央公民館からの報告に対する質疑、意見はあるか。

なし

①令和５年５月１日現在の児童生徒数について報告す

る。前回の教育委員会定例会で報告した４月１日調査と

比べると、小学校で転出入による変動がある。小学生

８，６５４名、中学生４，１７６名、合計１万２，８３０名

であり、１名減となっている。

②物品購入契約の入札結果について報告する。第４回

教育委員会定例会で承認いただいた議案第２２号につい

て、指名競争入札の結果、さいたま市の株式会社中西製

作所北関東支店に決定し、５月１８日（木）に仮契約を

締結した。

学務課からの報告に対する質疑、意見はあるか。

なし

①令和５年度修学旅行・林間学校の実施予定について

報告する。修学旅行は、本日までに小学校５校、中学校

３校が無事全日程を終えている。第二中学校は昨日出発

し、明日帰校予定である。また、池田小学校が本日出発

し、明日帰校する予定である。この他で１学期中に実施

するのは、小学校７校、中学校２校である。小学校４校

は、２学期中に計画をされている。

②令和５年度小学校運動会、中学校体育祭の日程につ

いて報告する。小学校の運動会は、全校１０月２８日（土）

に開催予定である。中学校の体育祭は、全校９月１６日

（土）に開催する。

なお、来賓は、市議会議員、教育委員、各校の学校運

営協議会委員を中心に御案内させていただく予定だが、

コロナ禍を機に開・閉会式を含め各校で持続可能な運動

会・体育祭の開催方法を工夫していることから、詳細は、

今後検討していく。

教育支援課からの報告に対する質疑、意見はあるか。

なし

①令和４年度新座市教育相談室相談実績について、報
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その他

ター室長

教育長

委員

教育相談セン

ター室長

委員

教育相談セン

ター室長

委員

教育相談セン

ター室長

教育長

委員

告する。令和４年度は３，６０５件で、前年度より

３８１件増加している。月別では、新しい学年や学級に

慣れた６月、夏休み明けの９月から１０月の相談件数が

増えている。

相談の種別では、性格・行動に関する相談が１，９６３

件で全体の半数以上を占めており、令和３年度より３１３

件増加している。内容は、発達に関する相談が大変多い

状況である。次に多いのは不登校に関する相談であり、

１ ， １ ４ ８ 件 で 全 体 の ３ １ ． ８ ％ を 占 め て い る 。

また、その他の相談が４０４件で、令和３年度より１１９件

増加している。その他の内容としては、親子関係に関す

ることが多く、教員に関する相談なども以前より増えて

きている状況である。様々な案件があるが、必要に応じ

て学校との連携を図りながら相談体制を整えていく。

②令和４年度学校カウンセラー相談件数について報告

する。児童生徒の発達やいじめ、集団不適合、不登校の

問題等の解決を図るため、臨床心理に関して高度に専門

的な知識、経験を有する臨床心理士３名を学校カウンセ

ラーとして年間５０回、計１５０回教育相談室に配置し

ている。令和４年度の相談実績は、性格・行動や発達に

関する相談が多く、専門性を生かして発達検査を行い、

児童生徒の特性について保護者に丁寧に説明し、支援に

つなげているところである。

教育相談センターからの報告に対する質疑、意見はあ

るか。

学校カウンセラーは、家庭訪問をする場合はあるか。

基本的には家庭訪問は行わない。スクールソーシャル

ワーカーを市と県で配置しているので、何かあった場合

は学校と連携をして、スクールソーシャルワーカーが家

庭訪問をしている。

家庭訪問が効果的なケースがどのくらいあるか分から

ないが、実施できる職が少ないのではないかと感じる。

スクールソーシャルワーカー以外にも、こども支援課

など関係機関と連携を図りながら、ケースワーカーが家

庭訪問するという対応もある。

性格・行動に関する相談について、専門的な医療機関

も含めて、総合的な対応をしていく必要があると感じる

が、いかがか。

必要に応じて、学校カウンセラーがウィスクの発達検

査等を実施し、医療機関につなげることもある。また、

相談員が医療機関の受診を勧めて、保護者が納得した上

で行っていただくこともある。

その他、全体を通じて何か意見等はあるか。

①校庭に残っていた釘で児童が怪我を負ったという報

道があった。総点検したら、相当な数の釘が埋まってい
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閉会

教育長

教育長

たということである。本市では、そのようなことはない

と思うが、安全点検をお願いしておきたい。

②最近、地震が頻発している。今年は、関東大震災か

ら１００年を迎えることもあり、良い機会であるため、

学校において、防災の日以外でも避難訓練の実施やロッ

カーなどの転倒防止器具の設置の点検などを行っていた

だきたい。また、校外学習でも埼玉県防災学習センター

を訪れるなど検討してはいかがか。いずれにしても、防

災教育を更に強化していくべきと考える。

本日の校長会においても、校外行事は前例踏襲ではな

く、新しい施設も検討するようにという話をした。御提

案の埼玉県防災学習センターの見学も非常に良いと思う

ので、機会を捉えて学校にも伝える。

他になければ、令和５年第６回定例会は、６月２９日

（木）午後３時から、第二庁舎１階市民ギャラリーで行

う。

これをもって、令和５年第５回新座市教育委員会定例

会を閉会する。

午後４時２５分
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以上、会議の顛末を記載し、その相違なきことを証するため署名する。

教 育 長

教育長職務代理者

委 員

委 員

委 員

書 記


